生涯学習課 スポーツ係
　　　　　　　　　TEL：６２-２４００
☆ 町内体育施設の利用方法 ☆
(１)年間行事として利用する場合（大会・運動会等）
　別紙の【各種大会等事業（行事）計画書】を令和８年１月２０日（火）までに提出　
　　◆対象施設◆　町内体育施設のすべて
　　◆対象期間◆　令和８年４月１日　～　令和９年３月３１日

  　　　　例        ○○○分館（公民館）球技大会　９月２７日（日）午前８時３０分～午後１時まで
　　　　　　　　　　町民センター体育室
　　　　　　　　　　または、海洋センター体育館　など　
※　雨天時の利用の場合は「雨天時使用」と必ず明記のこと。
　◎申込みが重複した場合は、お互いに話し合いのうえ調整をしていただきます。
(２)日常的な活動（球技大会の練習等）に利用する場合
　◆学校体育施設を除く体育施設◆
　　（町民センター・第２体育館・海洋センター・総合グラウンド・野球場）
毎月、利用したい月の前月１０日（曜日に関わらず）午後７時から町民センターにおいて開催する【利用者会議】において他団体と日程調整を行います。
（※前もって通知はしません）
利用者会議後は、１１日以降で空いている施設・日時を町民センター・海洋センターで確認のうえ随時予約してください。
　◆学校体育施設（学校開放事業）◆
※予約期間は、当月1日を基準日とし、翌月の末日まで予約することができます。
町民センター・海洋センター・第２体育館が使用できない場合に限り利用できますので、
初めに公共施設の利用状況を確認してください。
1 事前に直接学校窓口を訪れ、空き状況を確認し仮予約をします。
2 町民センター窓口で【学校施設・用具借用願書】を記入しスポーツ係へ提出します。

3 スポーツ係は学校スポーツ開放事業に該当するか確認し、押印の上、学校長へ転送します。
4 使用する団体は、学校の指示に従い、鍵の授受等責任を持って使用してください。
5 学校長からの申し入れにより、学校敷地内での火気の取扱いは厳禁とします。
（学校スポーツ開放事業は、教育委員会の管理下で実施しています。）
(３)施設使用料（使用料・電気料・暖房費）について
　◎分館（区）行事(福利･厚生)として、町内体育施設を利用した場合は、
使用料・電気料を減免とします（運動会・球技大会など）。※　暖房費は有料　
　◎ただし日常的な活動（球技大会の練習等）で利用した場合は、使用料のみ減免となります。※　電気料・暖房費は有料　（金額は別紙料金表）。

電気料
●町民センター　午前８時３０分 ～ 正午　　　　　 　全面１，２００円
　　　正午 ～ 午後５時００分　　　　　　 全面１，２００円
午後５時００分 ～ 午後９時５０分   全面１，８００円
●第２体育館　　午前９時００分 ～ 正午 　　　　　　 　 全面６００円　
　 正午 ～ 午後５時００分　　　　　　　　 全面６００円
　午後５時００分 ～ 午後９時３０分　　　 全面７００円

●海洋センター　午前８時３０分 ～ 正午　 　　　　　　  全面５００円　

　　正午 ～ 午後５時００分　 　　　　　　  全面５００円
　　　　　　　　午後５時００分 ～ 午後９時５０分　 　  全面７００円
●各小中学校　　一律１回　３００円
暖房使用料
○町民センター・第２体育館・海洋センター　　１基１時間５２０円
